
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人川坂二郎の上告理由について

　第三者が親子関係存否確認の訴を提起する場合において、親子の双方が死亡して

いるときには、第三者は検察官を相手方として右訴を提起することが必要であるが

（最高裁昭和四三年（オ）第一七九号同四五年七月一五日大法廷判決・民集二四巻

七号八六一頁）、親子のうちの一方のみが死亡し他方が生存しているときには、第

三者は生存している者のみを相手方として右訴を提起すれば足り、死亡した者につ

いて検察官を相手方に加える必要はないものと解するのが相当である（人事訴訟手

続法二条二項の類推適用）。そして、本件において、亡Ｄ及び亡Ｅと上告人との間

に親子関係があるかどうかを確定することは、単に現に係属中の遺産分割申立事件

との関連において相続人の範囲を決定するためばかりでなく、被上告人と上告人と

の間の身分関係を明らかにし、戸籍の記載を真実の身分関係に適合するように訂正

し、また、右親子関係を基本的前提とする諸般の法律関係を明確にする等のために

も必要であるから、右遺産分割申立事件の前提問題として親子関係の存否を争うこ

とができるからといつて、そのために本訴についての訴の利益がないということは

できない。更に、原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、被上告人がし

た本件訴の提起は信義則に反し権利の濫用にわたるものではないと認められる。

　原判決に所論の違法はなく、右違法のあることを前提とする違憲の主張はその前

提を欠く。論旨は、いずれも採用することができない。

　よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり判決する
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